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障 害 の あ る 方 が
このカードで支援を求めます

障害者支援課の窓口で配布しています

このマークは音声（Uni-Voice）コードです。
専用の読取装置またはスマートフォンのアプリで
記載内容を音声で聞くことができます。
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「障害者福祉のてびき」のご利用にあたって

この「障害者福祉のてびき」は、障害のある方に対する
福祉サービスの内容と利用方法について掲載しています。
掲載内容は、令和６年８月 1 日現在で編集しています。
変更予定のあるものについては、予定も含み、できる限り
新しい内容を掲載していますが、記載内容の変更、制度・
事業の見直しなどがある場合があります。あらかじめご了
承ください。
ご利用にあたって、江東区ホームページで最新情報をご
確認ください。

～使い方～
目次、障害程度別対象事業一覧表またはさくいんで必要
なサービスをさがし、該当ページでご確認ください。
掲載している内容は簡略化していますので、詳しくは各
問合せ窓口にお問い合わせください。

「障害者差別解消法」をご存知ですか？

平成28年４月「障害者差別解消法」（障害を理由とした差別の解消の推進に
関する法律」が施行されました。
この法律は、国や市区町村などの行政機関、会社やお店などの民間事業者によ

る「障害を理由とした差別」をなくすための法律です。
障害を理由とした差別には、次の２種類があります。

不当な差別的取扱い　（行政機関、民間事業者とも禁止）
正当な理由がないのに、障害を理由としてサービスの提供を拒否したり、制
限したり、障害のない人にはつけないような条件をつけることです。

合理的配慮の不提供　（合理的配慮の提供について、行政機関・民間事業者ともに義務）
障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず
「社会的障壁（※）」を取り除く合理的な配慮をしないことです。
令和６年４月に改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者による合理的
配慮の提供が努力義務から義務になりました。
※「社会的障壁」
障害のある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで障壁となる、
次のようなものをいいます。
①社会における事物（通行・利用しにくい施設、設備など）
②制度（利用しにくい制度など）
③慣行（障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など）
④観念（障害のある人への偏見など）

障害を理由とする差別で困ったときは、ご相談ください。
障害者施策課施策推進係　☎3647-4749　FAX3699-0329
　　　　　メールアドレス　shisaku-ｋ@city.koto.lg.jp
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